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内　容：就労に対するさまざまな相談をお受けします。
対　象：15～49歳で無職の方（ご家族・関係者・在学中でも可）
日　時：３月27日（水）10時～12時
場　所：朝日町役場　１階　相談室
問合せ・申込先：北勢地域若者サポートステーション　TEL 359－7280

◆北勢地域若者サポートステーション出張相談
in朝日

（無料・要予約）

マイナンバーカード
臨時窓口について

【広域交付制度とは】
◎本籍地以外の市区町村の窓口でも、
　戸籍証明書等を請求できるように
　なります

【広域交付できる戸籍証明書等の種類】
・戸籍全部事項証明書（戸籍謄本）
・除籍全部事項証明書（除籍謄本）
・改製原戸籍謄本
※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を
　除きます。
※一部事項証明書、個人事項証明書は請求できませ
　ん。

【広域交付で戸籍証明書等を請求できる方】
〇本人
○配偶者
○父母、祖父母など（直系尊属）
○子、孫など（直系卑属）
【注意事項】  
◎戸籍証明書等を請求できる方が市区町村の戸籍担
　当窓口にお越しになって請求する必要があります。
◎郵送や代理人による請求はできません。
◎窓口にお越しになった方の本人確認のため、マイ
　ナンバーカード、運転免許証など顔写真付きの本
　人確認書類の提示が必要です。
問い合わせ先　町民環境課　TEL 377－5653

戸籍の広域交付制度がはじまります！３月１日から

　次のとおり、休日及び夜間の臨時窓口を開設し
ます。
　マイナンバーカードの受け取りや申請、電子証
明書の更新などの手続きができます。
　なお、臨時窓口はすべて予約制です。
　予約がない場合、窓口は開設しませんのでご注
意ください。

【休日臨時窓口】
３月24日（日）
９時～12時、13時～17時
（最終の受付は16時40分）
【夜間臨時窓口】
３月13日（水）
17時30分～19時
（最終の受付は18時45分）
※予約や予約の変更は、事前に連絡をお願いします。
　（当日の予約は受け付けていません。）
※臨時窓口の日時は変更する場合があります。また、日
　程は朝日町ホームページにも掲載しています。
※平日は９時～16時40分の間で予約を受け付けています。
予約・問い合わせ先　町民環境課　TEL 377－5653


